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さいたま市農業委員会月例総会議事録

午前11時35分

開催場所

閉会時刻

ときわ会館5階　小ホール

午前9時30分

開 催年月日 令和5年7月18日(火)

開 会 時 刻



１　開　　　　会

２　会議成立の報告

３　署名委員の指名

西澤会長職務代理者 　新型コロナウイルス感染拡大防止のためにお願いしておりました「マス
ク着用の上での発言」ですが、厚生労働省から令和５年３月１３日以降は
個人の判断が基本となる旨の発表があり、また令和５年５月８日より感染
症法上の位置づけが第５類に見直されたことから、マスク着用については
任意といたします。ご承知のほどよろしくお願いします。
　次に、議事進行については引き続き議案説明を省略し、補足などがある
場合に限り説明をお願いいたします。複数の案件を担当する委員の方にお
かれましては、すべての案件をひとまとめにするのではなく、１案件ずつ
お願いいたします。
　また、審議中３０分に一度事務局職員が部屋の換気を行いますので、皆
さんの御理解、ご協力をお願いいたします。
発言の際には引き続きマイクを使用しての進行とさせていただいておりま
す。議案説明の際は、事務局職員がマイクを消毒した上で発言者にお渡し
いたしますが、会場が狭小であることから座席の前からお渡しすることを
ご了承ください。
　尚、日頃からお願いしておりますが、説明における個人情報の取り扱い
には十分注意していただくようお願いいたします。

　月例総会成立の報告をいたします。
　農業委員２１名中、本日は角谷委員が欠席されておりますので出席委員
は２０名です。「さいたま市農業委員会会議規則第６条」の規定による過
半数の要件を満たしております。よって、本会は成立しています。

西澤会長職務代理者

西澤会長職務代理者 　議事録署名委員として、
　　　　議席番号７番　清水　孝洋　委員
        議席番号８番　井原　委員
を指名します。よろしくお願いいたします。



議　　　　　長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。続きまして、番号１番について、農業環境整備課、説明を
お願いします。

農業環境整備課長 　農業環境整備課長の小椋でございます。この度は、農業委員会の月例総会に参加
させていただきありがとうございます。
　　さて、本総会では「さいたま市農業振興地域整備計画の変更」について審議に
諮らせていただくこととなりました。整備計画の変更に際しましては、本総会にお
いて、地域の農業をよく知る委員のみなさまのご意見をいただき、検討することが
大変重要であると考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、農業環境整備課から「農業振興地域整備計画の変更の概要」につい
て、説明いただきます。

農業環境整備課 　農業環境整備課の高見沢と申します。この度は、月例総会に参加させていただき
誠にありがとうございます。
それでは、「さいたま市農業振興地域整備計画の変更の概要」について説明させて
いただきます。市では「さいたま市農業振興地域整備計画」において、農用地区域
を指定しております。農用地区域は農地転用が不可能な土地であり、転用する場合
には、その計画地について、農用地区域から除外するという「農業振興地域整備計
画の変更」が必要となります。
市町村が農業振興地域整備計画を変更するときは、「農業振興地域の整備に関する
法律施行規則第３条の２」の規定により、農業委員会の意見を聴くこととされてお
ります。こちらの意見を聴くこととは、農業委員の皆様に、計画変更による周辺農
業への影響や隣接する農地等に問題がないかなどを確認いただくことになります。
計画変更の内容に特に問題がないと思われる場合には、「意見なし」となります。
なお、これまでは農業振興地域整備促進協議会におきまして、農業委員を含む構成
員の皆様への意見確認をもって代えておりましたが、この点について、埼玉県から
農業委員会の団体としての意見を付すべきであるとの指摘があり、審議に諮らせて
いただくこととなりました。
それでは、ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

議　　　　　長 　それでは、はじめに農業環境整備課長からご挨拶いただきます。

議　　　　　長 　それでは議案審議に入らせていただきます。
　議案第４２号、さいたま市農業振興地域整備計画の変更に対する意見について審
議いたします。
　本日は、参考人として農業環境整備課が待機しておりますので、先に議案第４２
号を審議いたします。農業環境整備課の入室を求めます。

　―農業環境整備課入室―



議　　　　　長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。担当の浅子委員、意見をお願いします。

浅　子　委　員 　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありません。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号３番について、農業環境整備課、説明をお願いします。

菅　間　委　員 　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありません。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号２番について、農業環境整備課、説明をお願いします。

農業環境整備課 　担当の新井です。議案書は６４ページになります。
それでは、番号２番について説明させていただきます。
「申出者」及び「申出地」は議案書に記載のとおりでございます。
「計画変更の目的」は分家住宅及び道路後退で、その「理由」は現在の賃貸住宅で
は手狭のため自己用住宅が必要となり、他に候補地がなかったためです。
「計画、他法令、その他」につきましては、議案書記載のとおりでございますが、
そのうち「周辺農地への影響」につきましては、新設コンクリートブロックにて防
除することとなっておりますので、周辺農地には影響が無いものと思われます。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。

農業環境整備課 　担当の山田です。議案書は６３ページになります。
それでは、番号１番について説明させていただきます。
「申出者」及び「申出地」は議案書に記載のとおりでございます。
「計画変更の目的」は駐車場の拡張で、その「理由」は既存の駐車場では事業に要
する面積が不足しているためです。
「計画、他法令、その他」につきましては、議案書記載のとおりでございますが、
そのうち「周辺農地への影響」につきましては、隣接地に農地がないことから、影
響が無いものと思われます。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。担当の菅間委員、意見をお願いします。



議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号５番について、農業環境整備課、説明をお願いします。

　議案書は６７ページになります。
それでは、番号５番について説明させていただきます。
「申出者」及び「申出地」は議案書に記載のとおりでございます。
「計画変更の目的」は分家住宅で、その「理由」は現在居住している実家では手狭
のため自己用住宅が必要となり、他に候補地がなかったためです。
「計画、他法令、その他」につきましては、議案書記載のとおりでございますが、
そのうち「周辺農地への影響」につきましては、新設コンクリートブロックにて防
除することとなっておりますので、周辺農地には影響が無いものと思われます。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。担当の浅子委員、意見をお願いします。

浅　子　委　員 　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありません。

農業環境整備課

農業環境整備課 　議案書は６５ページになります。
それでは、番号３番について説明させていただきます。
「申出者」及び「申出地」は議案書に記載のとおりでございます。
「計画変更の目的」は資材置場の拡張で、その「理由」は既存の資材置場では手狭
となり、新たに資材置場を確保する必要があるためです。
「計画、他法令、その他」につきましては、議案書記載のとおりでございますが、
そのうち「周辺農地への影響」につきましては、仮囲いにて防除することとなって
おりますので、周辺農地には影響が無いものと思われます。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。

農業環境整備課 　議案書は６６ページになります。
それでは、番号４番について説明させていただきます。
「申出者」及び「申出地」は議案書に記載のとおりでございます。
「計画変更の目的」は分家住宅で、その「理由」は現在の賃貸住宅では手狭のため
自己用住宅が必要となり、他に候補地がなかったためです。
「計画、他法令、その他」につきましては、議案書記載のとおりでございますが、
そのうち「周辺農地への影響」につきましては、新設コンクリートブロックにて防
除することとなっておりますので、周辺農地には影響が無いものと思われます。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。担当の浅子委員、意見をお願いします。

浅　子　委　員 　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありません。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号４番について、農業環境整備課、説明をお願いします。



本　田　委　員 　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありません。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。ご質問のある方は挙手をお願いします。
　質問がないようですので、農業環境整備課の退室を求めます。

　―農業環境整備課退室―

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号７番について、農業環境整備課、説明をお願いします。

農業環境整備課 　議案書は６９ページになります。
それでは、番号７番について説明させていただきます。
「申出者」及び「申出地」は議案書に記載のとおりでございます。
「計画変更の目的」は分家住宅及び道路後退で、その「理由」は現在居住している
実家では手狭のため自己用住宅が必要となり、他に候補地がなかったためです。
「計画、他法令、その他」につきましては、議案書記載のとおりでございますが、
そのうち「周辺農地への影響」につきましては、新設コンクリートブロックにて防
除することとなっておりますので、周辺農地には影響が無いものと思われます。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。担当の本田委員、意見をお願いします。

農業環境整備課 　議案書は６８ページになります。
それでは、番号６番について説明させていただきます。
「申出者」及び「申出地」は議案書に記載のとおりでございます。
「計画変更の目的」は分家住宅で、その「理由」は現在の賃貸住宅では手狭のため
自己用住宅が必要となり、他に候補地がなかったためです。
「計画、他法令、その他」につきましては、議案書記載のとおりでございますが、
そのうち「周辺農地への影響」につきましては、新設コンクリートブロックにて防
除することとなっておりますので、周辺農地には影響が無いものと思われます。
　以上より、農振法上、農業振興地域整備計画の変更は問題ないと考えます。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。担当の富田委員、意見をお願いします。

富　田　委　員 　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありません。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。担当の小泉委員、意見をお願いします。

小　泉　委　員 　当該地は違反と思われるものはなく、周辺農地への影響もないと思われるため、
特に意見はありません。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号６番について、農業環境整備課、説明をお願いします。



議　　　　　長 　総員賛成であります。
　議案第４２号について、意見なしととして決定いたします。

議　　　　　長 　それでは採決に入りたいと思います。
　議案第４２号について、賛成の農業委員の方、挙手を求めます。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―



　続きまして、番号２番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　申請地は、西区役所の東４５０ｍに位置する住宅と農地の混在する地域の畑で
す。
　通作距離は、８００ｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、ブルーベリーの予定で、問題ないものと思われます。

　続きまして、番号３番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　申請地は、西区役所の東４５０ｍに位置する住宅と農地の混在する地域の畑で
す。
　通作距離は、８００ｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、ブルーベリーの予定で、問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

富　田　委　員 　番号５番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　申請地は、南下新井配水場の南東４５０ｍに位置する水田の広がる地域の田で
す。
　通作距離は、３００ｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、水稲の予定で、問題ないものと思われます。

　ありがとうございました。
　続きまして、番号５番、番号６番、和土地区、富田委員、議案説明をお願いいた
します。

　番号１番から番号３番、日進地区、清水友清委員、議案説明をお願いいたしま
す。

議　　　　　長

　番号１番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　申請地は、西区役所の東４５０ｍに位置する住宅と農地の混在する地域の畑で
す。
　通作距離は、８００ｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、ブルーベリーの予定で、問題ないものと思われます。

　それでは議案審議に入らせていただきます。
　議案第３４号、農地法第３条の規定による許可申請について審議いたします。番
号４番については議案第３６号番号１０番と関連案件のため、後ほど議案第３６号
番号１０番と合わせて審議いたします。

議　　　　　長

清　水　委　員



　番号７番について補足説明いたします。
　ただいま井原委員より説明のあったとおりでございますが、今回申請後に代理人
から譲渡人が亡くなったという報告があった後、事務局で過去の事例等も合わせて
調べたところ、申請を承継するという旨の申立書が相続人の内１名から提出されれ
ばそのまま審議を進めても問題がないという事例や判例がありましたので本案件に
つきましても、申立書の提出をもって審議をしていただいております。
　また、農地法第３条の許可申請にあたっては、譲受人の耕作状況等を審議するこ
とになるため、譲渡人については売る意思があるか否かだけを審議することになり
ます。
　さらに、許可を得るだけでなく、実際の契約や所有権移転の登記をしなければ実
態として農地を取得した状況に至らず、登記にあたっても相続登記が完了した後に
農地法の許可を使って所有権を移転するという流れになることから、農地法の許可
をもって手続きが完了するわけではございません。
　市内では事例は少ないですが、こうした事態は想定されるものであり、過去の事
例等も踏まえて問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

　事務局より補足説明をお願いいたします。

議　　　　　長

　ありがとうございました。
　続きまして、番号７番、川通地区、井原委員、議案説明をお願いいたします。

　続きまして、番号６番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　申請地は、南下新井配水場の南東４５０ｍに位置する水田の広がる地域の田で
す。
　通作距離は、３００ｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、水稲の予定で、問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

井　原　委　員

議　　　　　長

　番号７番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　申請地は、市立川通中学校の北西７５０ｍに位置する住宅と農地の混在する地域
の畑です。
　通作距離は、６０～１４０ｍです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、申請地以外の農地の耕作状況は良
好であり、農機具等も揃っております。
　作付計画は、ハクサイ、カブ、ネギの予定で、問題ないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
　また、本案件につきましては、申請後に譲渡人が亡くなっており、現時点で相続
登記は完了しておりません。しかし、そういった場合であっても相続人からの申立
書が提出されれば審議を進めても差し支えないと事務局から伺っております。この
ことにつきまして事務局より補足をお願いしたいのですがよろしいでしょうか。

　議案第３４号について、賛成の委員の方、挙手を求めます。

議　　　　　長

事　　務　　局

　ありがとうございました。
　以上で、説明が終わりました。ご質問のある方は、挙手をお願いいたします。
　質問がないようですので、採決に入りたいと思います。



　総員賛成であります。
　番号４番を除く議案第３４号について、許可することと決定いたします。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―

議　　　　　長



　ありがとうございました。
　続きまして、番号３番、和土地区、富田委員、議案説明をお願いいたします。

議　　　　　長 　続きまして、議案第３５号、農地法第４条の規定による許可申請について審議
いたします。

富　田　委　員

清　水　委　員 　続きまして、番号２番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、さいたま地方法務局の北西２３０ｍに位置し、道路によって区画さ
れた街区面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
  転用目的は、貸駐車場です。
　申請理由は、近隣住民からの要望により貸駐車場として利用するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、高さ０.１ｍの新設マウントアップにより、被害を及ぼさない
計画です。
以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

菅　間　委　員

　番号１番、指扇地区、菅間委員、議案説明をお願いいたします。

　番号１番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、市立指扇北小学校の南西５１０ｍに位置し、道路によって区画され
た街区面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
  転用目的は、住宅敷地です。
　申請理由は、申請地が線引き前より住宅敷地として利用されてきたが、地目が
農地のままであることが判明したためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

　続きまして、番号３番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、市立和土小学校の東９８０ｍに位置し、道路によって区画された街
区面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
  転用目的は、貸駐車場です。
　申請理由は、近隣企業及び近隣住民からの要望により貸駐車場として利用する
ためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、高さ０.４～０.５ｍの新設コンパネ土留板により、被害を及ぼ
さない計画です。
以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号２番、与野地区、清水孝洋委員、議案説明をお願いいたしま
す。

議　　　　　長



浅　子　委　員 　番号３番について伺います。周辺農地への被害防除として新設コンパネ土留板
を計画しているとのことですが、コンパネとは簡易的な木製の板なので被害防除
として適切といえるのでしょうか。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号５番、慈恩寺地区、中山委員、議案説明をお願いいたしま
す。

中　山　委　員 　番号５番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、市立慈恩寺中学校の北西１８０ｍに位置し、道路によって区画され
た街区面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
  転用目的は、自己用住宅です。
　申請理由は、現在、従妹の住宅を間借りして居住しているが、手狭であること
から、申請地に自己用住宅を建築するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、既設コンクリートブロック４段積及び新設コンクリートブロッ
ク２段積により、被害を及ぼさない計画です。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

　番号４番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、市立川通小学校の南東１.２ｋｍに位置し、道路によって区画され
た街区面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
  転用目的は、住宅敷地です。
　申請理由は、申請地が線引き前より住宅敷地として利用されてきたが、地目が
農地のままであることが判明したためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、影響はありません。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

井　原　委　員

事　　務　　局

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号４番、川通地区、井原委員、議案説明をお願いいたします。

　今後、利用に合わせてより強度の高いものに替えることも考えられますし、計
画者に対して被害防除の計画内容まで強制はできませんが、必要に応じて周辺農
地への影響がないように指導してまいります。

議　　　　　長 　他にございますでしょうか。
　質問がないようですので、採決に入りたいと思います。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　以上、議案第３５号、農地法第４条の規定による許可申請について、質問等の
ある方は、挙手をお願いいたします。

　議案第３４号について、賛成の方の挙手を求めます。



議　　　　　長 　総員賛成でございます。
　議案第３４号について、許可することと決定いたします。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―



議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号４番、日進地区、清水友清委員、議案説明をお願いいたしま
す。

議　　　　　長 　続きまして、議案第３６号、農地法第５条の規定による許可申請について審議し
ます。

　番号１番、馬宮地区、金子委員、議案説明をお願いします。

金　子　委　員   番号１番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
申請地は、市立植水中学校の南東５１０ｍに位置し、道路によって区画された街区
面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
  転用目的は、駐車場です。
　申請理由は、現在、隣地でクリニックを営んでいるが、駐車場が手狭で患者の来
院に支障をきたしており、申請地に駐車場を新設するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、現地確認をした結果、影響はないと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号２番、番号３番、指扇地区、菅間委員、議案説明をお願いしま
す。

　続きまして、番号３番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農振農用地です。
　申請地は、北部配水場の南西１２０ｍに位置する農振農用地です。
  転用目的は、農地改良です。
　申請理由は、低地で水はけが悪いことから、客土して嵩上げするためです。
　作付計画は、ジャガイモ、サツマイモ及びネギを作付けする予定です。
　一時転用で、期間は３か月を見込んでおります。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

菅　間　委　員 　番号２番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農振農用地です。
　申請地は、北部配水場の東２８０ｍに位置する農振農用地です。
  転用目的は、農地改良です。
　申請理由は、低地で水はけが悪いことから、客土して嵩上げするためです。
　作付計画は、タマネギ、ネギ、ジャガイモ及びミカンを作付けする予定です。
　一時転用で、期間は６か月を見込んでおります。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　



　番号５番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、市立野田小学校の西７６０ｍに位置し、道路によって区画された街区
面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
  転用目的は、自己用住宅です。
　申請理由は、現在、共同住宅に居住しているが、手狭であることから、義父所有
の土地に自己用住宅を建築するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、新設コンクリートブロック１段積及び高さ０．６ｍに新設RC擁壁
により、被害を及ぼさない計画です。

　続きまして、番号６番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、市立野田小学校の西７６０ｍに位置し、道路によって区画された街区
面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
  転用目的は、店舗（美容院）です。
　申請理由は、現在、都内に居住し美容師として勤務しているが、独立して開業し
たく自己用住宅の建築に合わせて店舗を建設するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、新設コンクリートブロック１段積及び高さ０．６ｍの新設RC擁壁
により、被害を及ぼさない計画です。

清　水　委　員

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号５番から番号８番、片柳地区、小川委員、議案説明をお願いい
たします。

　続きまして、番号７番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農振農用地です。
　申請地は、大宮聖苑の北東４００ｍに位置する農振農用地です。
  転用目的は、農地改良です。
　申請理由は、低地で水はけが悪いことから、客土して嵩上げするためです。
　作付計画は、ホウレンソウを作付けする予定です。
　一時転用で、期間は６か月を見込んでおります。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。

　番号４番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、市立宮前小学校の北西２７０ｍに位置し、道路によって区画された街
区面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
 転用目的は、自己用住宅です。
　申請理由は、現在、市内で両親と同居しているが、手狭であることから、父所有
の土地に自己用住宅を建築するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、高さ１．０ｍに既設フェンス、既設コンクリートブロック３～６
段積及び新設コンクリートブロック３段積により、被害を及ぼさない計画です。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。



西　形　委　員 　番号９番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、県立浦和西高等学校の北東６００ｍに位置し、１０ha以上の規模の一
団の農地の区域内にある第１種農地です。
  転用目的は、自己用住宅です。
　申請理由は、現在、市内の共同住宅に居住しているが、手狭であることから、義
父所有の土地に自己用住宅を建築するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、高さ０．８ｍの新設ネットフェンス及び新設コンクリートブロッ
ク３段積により、被害を及ぼさない計画です。

　続きまして、議案第３４号番号４番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　申請地は、大宮南部下水処理センターの西２４０ｍに位置する水田の広がる地域
の田です。
　本申請は、営農型太陽光パネル設置に伴う、区分地上権の設定です。
　事務局より補足をお願いいたします。

　続きまして、番号８番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農振農用地です。
　申請地は、さいたま市立病院の北西８００ｍに位置する見沼田圃内の農振農用地
です。
  転用目的は、農地改良です。
　申請理由は、低地で水はけが悪いことから、客土して嵩上げするためです。
　作付計画は、ジャガイモ、トウモロコシ及びキャベツを作付けする予定です。
　一時転用で、期間は３か月を見込んでおります。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　　　　　長 　続きまして、番号９番から番号１１番、木崎・三室地区、西形委員、議案説明を
お願いいたします。番号１０番については、議案第３４号番号４番も合わせて議案
説明をお願いいたします。

　続きまして、番号１０番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農振農用地です。
　申請地は、県立大宮高等学校の東７００ｍに位置する見沼田圃の農振農用地で
す。
 転用目的は、営農型太陽光パネルです。
　申請理由は、申請地にて耕作を行っているが、持続的な農業経営の安定化を目指
し、申請地に営農型太陽光パネルを設置するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地への影響はないものと思われます。
　作付計画は、サトイモを作付けする予定です。
　見沼田圃土地利用承認につきましては、埼玉県土地水政策課と協議中となってお
ります。
　

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　事務局より補足説明をお願いいたします。



議　　　　　長

　番号１２番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、市立新開小学校の南東６４０ｍに位置し、道路によって区画された街
区面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
  転用目的は、墓地及び駐車場です。
　申請理由は、現在、市内で霊園運営事業を行っているが、利用者の増加に伴い、
申請地に新たな墓地及び駐車場を設置するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、既存コンクリートブロック７段積及び新設コンクリートブロック
２～５段積により、被害を及ぼさない計画です。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１３番、番号１４番、新和地区、小泉委員、議案説明をお願い
いたします。

西　形　委　員 　続きまして、番号１１番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農振農用地です。
　申請地は、見沼氷川公園の南東２０ｍに位置する見沼田圃内の農振農用地です。
  転用目的は、農地改良です。
　申請理由は、低地で水はけが悪いことから、客土して嵩上げするためです。
　作付計画は、サツマイモ及びダイコンを作付けする予定です。
　一時転用で、期間は６か月を見込んでおります。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

清　水　委　員

　番号１０番について、埼玉県土地水政策課との協議では、耕作者が当該地におい
て栽培予定の作物の栽培の実績がないことから、協議が難航しているようですが、
当該周辺農地の標準的な収穫量の８割を収穫できるような計画であれば、実績がな
かったとしても問題ないとされております。
　また、今回は収穫量に関するデータが添付されておりますので、問題ないものと
考えます。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１２番、土合地区、清水孝洋委員、議案説明をお願いいたしま
す。

事　　務　　局

　ありがとうございました。
　西形委員、引き続き議案説明をお願いいたします。



　続きまして、番号１４番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、市立新和小学校の南東１．７ｋｍに位置する道路によって区画された
街区面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
  転用目的は、自己用住宅です。
　申請理由は、現在、賃貸住宅に居住しているが、手狭であることから、祖母の所
有する農地に自己用住宅を建築するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、新設コンクリートブロック２～４段積により、被害を及ぼさない
計画です。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

　番号１０番について伺います。営農型太陽光パネルの風等への耐性は十分なので
しょうか。また、地中部分の構造はどのようになっているのでしょうか。

　詳細な耐性の数値までは記載がありませんが、耐久性については十分なものと考
えられます。また、地中部分については地表に出ている部分と同程度の長さの杭を
使用する計画となっており、先端はスクリュー型の構造となっております。

事　　務　　局

　番号１５番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、市立川通中学校の南東１．１ｋｍに位置する道路によって区画された
街区面積に占める宅地等の面積割合が４０％を超える第３種農地です。
  転用目的は、資材置場及び駐車場です。
　申請理由は、現在、市内で自動車修理工場を営んでいるが、既存の資材置場及び
駐車場が手狭であることから申請地を新たな資材置場及び駐車場として利用するた
めです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、既設コンクリートブロック４～７段積、高さ０．３ｍの既設RC土
留及び新設コンクリートブロック３段積により、被害を及ぼさない計画です。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１５番、川通地区、井原委員、議案説明をお願いいたします。

　ありがとうございました。
　以上で説明が終わりました。ご質問等のある方は、挙手をお願いいたします。

議　　　　　長

小　泉　委　員

井　原　委　員

　番号１３番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書記載のとおりです。
　農振法は、農用地区域外です。
　申請地は、市立城南中学校の北西５８０ｍに位置し住宅等が連たんした程度に達
している区域に近接する第２種農地です。
  転用目的は、自己用住宅です。
　申請理由は、現在、賃貸住宅に居住しているが、手狭であることから、祖父の所
有する農地に自己用住宅を建築するためです。
　その他計画、他法令については、議案書記載のとおりです。
　周辺農地へは、新設コンクリートブロック２段積により、被害を及ぼさない計画
です。

小　林　委　員

小　林　委　員 　番号１１番について伺います。農地改良の搬入土として土壌改良材を使用とのこ
とですが、これは完全発酵されたものなのでしょうか。発火の懸念があるため伺い
ます。



　完全発酵されているかどうかについては確認できておりません。しかし、今回利
用する土壌改良材はとある一般社団法人の認定を受けていると聞いておりますし、
同様の土壌改良材を使って他の自治体で農地改良をしているとのことですので、問
題はないかと思われます。

各　　委　　員

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　他にございますでしょうか。
　質問がないようですので、採決に入りたいと思います。
　議案第３４号番号４番及び議案第３６号について、賛成の方の挙手を求めます。

西　形　委　員 　番号５番及び６番について伺います。都市計画法第３４条第１号の店舗では個人
の美容院の申請も認められるのでしょうか。また、これは隣接地の自己用住宅の申
請があることが関係しているのでしょうか。そして、自己用住宅には面積制限があ
ると思いますが、今回のようなケースでは自己用住宅と美容院の敷地面積合計で面
積制限内ということになるのでしょうか。

議　　　　　長 　総員賛成でございます。
　議案第３４号番号４番及び議案第３６号について、許可することに決定いたしま
す。

―　総　員　賛　成　―

事　　務　　局 　美容院については、住宅と併用であることで認められるものではなく、今回はた
またま隣接地で自己用住宅と美容院の計画があっただけでございます。また、都市
計画法所管課で審査も行われております。面積制限については、合計ではなく個別
で判断されます。

事　　務　　局



議　　　　　長 　続きまして、議案第３７号、農用地利用集積計画の決定について審議いた
します。

　続きまして番号２番についてご説明いたします。
　使用貸借権の新規設定３年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のと
おりです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、ヤツガシラです。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は１３．８ｋｍです。
　特に問題はないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号３番、番号４番、大砂土地区、長島委員、議案説明をお
願いいたします。

　番号１番、番号２番、指扇地区、菅間委員、議案説明をお願いいたしま
す。

菅　間　委　員 　番号１番についてご説明いたします。
　使用貸借権の新規設定３年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のと
おりです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、葉物です。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は３．２ｋｍです。
　特に問題はないものと思われます。

　続きまして、番号４番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定５年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、エダマメ及びジャガイモです。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は３．１㎞です。
　特に問題はないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

　番号３番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定５年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、エダマメ及びジャガイモです。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は３．２㎞です。
　特に問題はないものと思われます。

長　島　委　員



　ありがとうございました。
　続きまして、番号５番、６番、七里地区ですので、私から議案説明をいた
します。

　続きまして、番号６番についてご説明いたします。
　使用貸借権の新規設定３年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のと
おりです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、エダマメです。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は６．２㎞です。
　特に問題はないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

　番号５番についてご説明いたします。
　使用貸借権の新規設定２年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のと
おりです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、エダマメです。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は６．３㎞です。
　特に問題はないものと思われます。

小　川　委　員 　番号７番についてご説明いたします。
　使用貸借権の新規設定１０年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載の
とおりです。
　申請目的は、埼玉県農林公社による中間管理権の取得です。
　特に問題はないものと思われます。

議　　　　　長

　続きまして、番号７番から番号１２番、片柳地区、小川委員、議案説明を
お願いいたします。

議　　　　　長

　続きまして、番号８番についてご説明いたします。
　使用貸借権の新規設定３年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のと
おりです。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、エダマメです。
　申請目的は、経営規模の拡大のためで、通作距離は５．１㎞です。
　特に問題はないものと思われます。



議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１３番、三室地区、西形委員、議案説明をお願いいたし
ます。

　番号１３番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定６年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　申請目的は、埼玉県農林公社による中間管理権の取得です。
　特に問題はないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

　続きまして、番号１０番についてご説明いたします。
　使用貸借権の新規設定６年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のと
おりです。
　申請目的は、埼玉県農林公社による中間管理権の取得です。
　特に問題はないものと思われます。

富　田　委　員 　番号１４番についてご説明いたします。
　使用貸借権の新規設定２年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のと
おりです。
　申請目的は、埼玉県農林公社により研修地に利用するためです。
　特に問題はないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

　続きまして、番号９番についてご説明いたします。
　使用貸借権の新規設定１０年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載の
とおりです。
　申請目的は、埼玉県農林公社による中間管理権の取得です。
　特に問題はないものと思われます。

　続きまして、番号１２番についてご説明いたします。
　使用貸借権の新規設定６年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のと
おりです。
　申請目的は、埼玉県農林公社による中間管理権の取得です。
　特に問題はないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

　続きまして、番号１１番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定６年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　申請目的は、埼玉県農林公社による中間管理権の取得です。
　特に問題はないものと思われます。

議　　　　　長

西　形　委　員

　ありがとうございました。
　続きまして、番号１４番、和土地区、富田委員、議案説明をお願いいたし
ます。



議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１５番、川通地区、井原委員、議案説明をお願いいたし
ます。

事　　務　　局

　番号２番について伺います。目的が経営規模の拡大となっておりますが、
耕地面積を見ると０㎡となっているのは、どういった理由なのでしょうか。

　今回の譲受人は数年前に新規就農された方でございます。その際に借りて
いた農地については利用権設定がされておりましたが、その後更新の手続き
が取られなかったため、農地台帳の面積が０㎡となっております。

議　　　　　長 　総員賛成ですので、議案第３７号について、原案どおり意見決定すること
といたします。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―

　ありがとうございました。
　他にございますでしょうか。
　質問がないようですので、採決に入りたいと思います。
　議案第３７号について、賛成の方の挙手を求めます。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１６番、慈恩寺地区、中山委員、議案説明をお願いいた
します。

浅　子　委　員

議　　　　　長

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　以上で説明が終わりました。
　質問等のある方は、挙手をお願いいたします。

　番号１５番についてご説明いたします。
　賃借権の新規設定５年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおり
です。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、ネギです。
　申請目的は、経営規模の拡大で、通作距離は４．４㎞です。
　特に問題はないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

　続きまして、番号１６番についてご説明いたします。
　賃借権の再設定３年の申請で、申請者、申請地は、議案書記載のとおりで
す。
　譲受人の経営状況は、議案書記載のとおりで、農機具等も揃っておりま
す。
　また、申請地以外の農地の耕作状況は良好です。
　作付計画は、カリフラワーです。
　申請目的は、経営規模の維持で、通作距離は１１．１㎞です。
　特に問題はないものと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

中　山　委　員

井　原　委　員



　続きまして、議案第３８号、生産緑地に係る農業従事状況の認定につい
て審議いたします。

議　　　　　長

　先に番号４番を審議いたします。
　この案件は、西形委員の関係案件です。農業委員会等に関する法律第３
１条、議事参与の制限に該当する案件ですので、先に審議いたします。

　西形委員は審議終了まで退出をお願いいたします。

―　西　形　委　員　退　席　―

議　　　　　長 　番号４番について、事務局より議案説明をお願いいたします。

事　　務　　局 　番号４番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書のとおりです。
　従事者の死亡により、農業を継続することが不可能になったことに伴
い、今回の認定申請となりました。
　申請地は、現地調査の結果、農地として適正に管理されておりました。
　よって、主たる従事者として認定することに問題ないと思われます。
  以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　説明が終わりました。質問等のある方は、挙手をお願いいたします。
　質問等がないようですので、採決に入りたいと思います。

　議案第３８号、番号４番について、賛成の方の挙手を求めます。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―

議　　　　　長 　総員賛成でございますので、議案第３８号、番号４番について、原案ど
おり意見決定することといたします。

　それでは、西形委員の入室を求めます。

―　西　形　委　員　入　室　―

議　　　　　長 　引き続き議案審議に入ります。
　番号１番、三橋地区、清水友清委員、説明をお願いいたします。



　番号１番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書のとおりです。
　従事者の死亡により、農業を継続することが不可能になったことに伴
い、今回の認定申請となりました。
　申請地は、現地調査の結果、農地として適正に管理されておりました。
　よって、主たる従事者として認定することに問題ないと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

清　水　委　員

　ありがとうございました。
　続きまして、番号２番、七里地区ですので、私から説明をいたします。

議　　　　　長

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号３番、三室地区、西形委員、説明をお願いいたしま
す。

西　形　委　員 　番号３番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書のとおりです。
　従事者の故障により、農業を継続することが不可能になったことに伴
い、今回の認定申請となりました。
　申請地は、現地調査の結果、農地として適正に管理されておりました。
　よって、主たる従事者として認定することに問題ないと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

　番号２番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書のとおりです。
　従事者の死亡により、農業を継続することが不可能になったことに伴
い、今回の認定申請となりました。
　申請地は、現地調査の結果、農地として適正に管理されておりました。
　よって、主たる従事者として認定することに問題ないと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号５番、谷田地区、榎本委員、説明をお願いいたしま
す。

榎　本　委　員 　番号５番についてご説明いたします。
　申請者、申請地は、議案書のとおりです。
　従事者の死亡により、農業を継続することが不可能になったことに伴
い、今回の認定申請となりました。
　申請地は、現地調査の結果、農地として適正に管理されておりました。
　よって、主たる従事者として認定することに問題ないと思われます。
　以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　　　　　長 　以上で説明が終わりました。
　ご質問等のある方は、挙手をお願いいたします。



議　　　　　長 　総員賛成でございます。
　番号４番を除く議案第３８号について、認定することと決定いたしま
す。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　他にございますでしょうか。
　質問等がないようでございますので、採決に入りたいと思います。

　番号４番を除く議案第３８号について、賛成の方の挙手を求めます。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―

　申し訳ございません。正しくは９８歳でございます。

小　林　委　員 　番号１番について伺います。議案書の中で同一人物の年齢が９８歳と
なっているところと９９歳となっているところがありますがどういうこと
なのでしょうか。

事　　務　　局



議　　　　　長 　総員賛成でございますので、議案第３９号の案件について、原案どおり証
明することといたします。

　番号１番につきまして担当推進委員が現地を調査し、各地区審議会におい
て案件説明をしております。

　特にないようでございますので、採決に入りたいと思います。

議　　　　　長 　続きまして、議案第３９号、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定の
適用を受けるための適格者証明願について審議いたします。

　議案書の一覧表をご覧いただき、ご意見、ご質問、お気付きの点がござい
ましたら挙手をお願いいたします。

　議案第３９号について、賛成の方の挙手を求めます。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―



議　　　　　長 　総員賛成でございますので、議案第４０号の案件について、原案どおり証
明することといたします。

　番号１番から番号１５番につきまして担当推進委員が現地を調査し、各地
区審議会において案件説明をしております。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―

　議案書の一覧表をご覧いただき、ご意見、ご質問、お気付きの点がござい
ましたら挙手をお願いいたします。

　特にないようでございますので、採決に入りたいと思います

　議案第４０号の案件について、賛成の方の挙手を求めます。

議　　　　　長 　続きまして、議案第４０号、相続税の納税猶予を受けた農地に係る農業経
営を引き続き行っている旨の証明願について審議いたします。



事　　務　　局 　続きまして、議案書５５ページの配分計画（案）の番号３番をご覧くださ
い。

　こちらにつきましては、議案第３７号番号１３番の農地を６年間貸し付け
ることが適切か否かについてご審議いただくものでございます。
　譲受人の農業経営につきましては、補足資料の５９ページをご覧くださ
い。
　周辺の農地利用に及ぼす影響はないものと思われます。
　以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号４番、土合地区、事務局より議案説明をお願いいたしま
す。

事　　務　　局 　続きまして、議案書５５ページの配分計画（案）の番号４番をご覧くださ
い。

事　　務　　局 　続きまして、議案書５５ページの配分計画（案）の番号２番をご覧くださ
い。

　こちらにつきましては、議案第３７号番号９番から１１番の農地を１０年
間及び６年間貸し付けることが適切か否かについてご審議いただくものでご
ざいます。
　譲受人の農業経営につきましては、補足資料の５８ページをご覧くださ
い。
　周辺の農地利用に及ぼす影響はないものと思われます。
　以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号３番、三室地区、事務局より議案説明をお願いいたしま
す。

　こちらにつきましては、議案第３７号番号７番及び１２番の農地を１０年
間及び６年間貸し付けることが適切か否かについてご審議いただくものでご
ざいます。
　譲受人の農業経営につきましては、補足資料の５７ページをご覧くださ
い。
　周辺の農地利用に及ぼす影響はないものと思われます。
　以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議　　　　　長

議　　　　　長 　続きまして、議案第４１号、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８
条第３項の規定による農用地利用配分計画(案)に対する意見について審議い
たします。

　番号１番、片柳地区、事務局より議案説明をお願いいたします。

事　　務　　局 　議案書５５ページの配分計画（案）の番号１番をご覧ください。

　ありがとうございました。
　続きまして、番号２番、片柳地区、事務局より議案説明をお願いいたしま
す。



議　　　　　長 　ありがとうございました。
　以上で説明が終わりました。
　ご質問等のある方は、挙手をお願いいたします。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　他にございますでしょうか。
　質問等がないようですので、採決に入りたいと思います。

　議案第４１号について、農業政策課に「意見なし」として回答してもよろ
しいでしょうか。賛成の方の挙手を求めます。

　こちらにつきましては、先月の総会にて承認いただいている農地を１０年
間貸し付けることが適切か否かについてご審議いただくものでございます。
　譲受人の農業経営につきましては、補足資料の６０ページをご覧くださ
い。
　周辺の農地利用に及ぼす影響はないものと思われます。
　以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

小　林　委　員 　番号２番について伺います。賃借権と使用貸借権の筆があるのは何か理由
があるのでしょうか。

議　　　　　長 　総員賛成でございます。
　議案第４１号について、本月例総会は「意見なし」として決定いたしま
す。

事　　務　　局 　筆ごとに所有者が異なっておりまして、当事者間での話の中で賃借権と使
用貸借権で決められたものでございます。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―



　農地法第３条の３の規定による届出でございます。

　ありがとうございました。
　意見等質問のある方は、挙手をお願いいたします。
　ないようでございますので、その他に何かございますでしょうか。

　2a未満農業用施設の届出でございます。

議　　　　　長

　本日の議案審議は、以上です。
　続きまして、報告事項ですが、市街化区域の転用届等の報告事項につきま
して事務局より説明がございます。

事　　務　　局

　農地法第５条第１項第６号の規定による届出でございます。

　農地法第４条第１項第７号の規定による届出でございます。

議　　　　　長

　農地法第１８条第６項の規定による解約通知でございます。

　事務局お願いいたします。

　お手元の資料をご覧ください。
　令和５年６月分報告事項です。

事　　務　　局 　さる令和５年６月１６日に月例総会でご審議いただきました緑区大崎の件
で報告いたします。配布いたしました参考資料をご覧ください。さいたま地
方法務局から地目変更登記申請がなされた４筆について、調査を行いました
結果、違反農地であることが判明いたしました。そのため４筆の土地所有者
及び利用者に対してさいたま市違反転用に係る事務処理要領に基づき、違反
指導を実施いたしました。
　６月の月例総会後、対象者の代理人に対して４筆を農地に復元するよう口
頭指導を実施しました。しかし、指導に応じていただけないため、次に文書
勧告を行いました。文書による指導とともに、農地への復元計画書の提出を
求めておりました。令和５年６月２６日に文書勧告をし、その後の令和５年
６月２８日にさいたま地方法務局より、登記申請のあった４筆について地目
を雑種地に変更したとの連絡がありました。事務局にて土地全部事項証明書
を請求し確認したところ、４筆が雑種地に変更されていることを確認いたし
ました。
　農業委員会としては、原状回復命令に向けて準備を進めていたところです
が、今回は法務局の判断により地目が雑種地に変えられてしまうという結果
になりました。
　事務局からは以上です。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　他にございますでしょうか。



　他にございますでしょうか。
　ないようでございますので、 閉会のご挨拶を、浅子会長職務代理者より
お願いいたします。

議　　　　　長

６　閉会宣言

浅子会長職務代理
者

　本日は、長時間の審議ご苦労さまでした。
　これをもちまして、令和５年７月、さいたま市農業委員会月例総会を閉会
いたします。

浅　子　委　員 　土地全部事項証明書に年月日不詳という記載がありますがどういう意味な
のでしょうか。また、今後のためにも埼玉県内の他の自治体での事例を確認
していただき、今後の対策を検討いただきたいと思います。

関　根　委　員 　過去に今回のような事例はあるのでしょうか。

事　　務　　局 　過去にはございません。

事　　務　　局 　まず、年月日不詳地目変更については法務局が年月日不詳で雑種地への地
目変更を認めるということでございます。理由といたしましては、都市計画
法の関係もあるのですが、線引き以前の日付で地目変更登記申請し、それを
根拠に市街化調整区域に住宅等の建築を悪意のある業者が存在するので、安
易に申請者の主張する日付で地目変更を受けないといった背景があるようで
す。また、年月日が定かでなくとも地目変更は可能でございます。
　今後については事務処理期間も含めて対策を検討していきたいと考えま
す。

関　根　委　員 　法務局に対して定められた期間内に回答をしなかった場合も今回のように
地目が変わってしまうのでしょうか。

事　　務　　局 　その通りです。期間内に原状回復命令の見込みの回答や原状回復命令の発
出を行わない場合は地目が変更されてしまいます。


